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6 南 農 林 第 1373 号
令 和 7 年 2 月 14 日

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。

市町村名
(市町村コード)

南島原市
(42214)

地域名
(地域内農業集落名)

北有馬地区
(平山、後谷、金蔵寺ほか)

協議の結果を取りまとめた年月日
令和6年11月29日

(第2回)

注2:「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

1 地域における農業の将来の在り方

(1)地域農業の現状及び課題

罵鳥獣被害の増加、道路や水路の管理や農薬使用など、地域外の耕作者や管理者が増加し連携が難しい。
・中山間地域の補助事業が少なく、農地の集約化や機械・設備導入など、経営継続や規模拡大が難しい。
・道路や水路及び圃場が狭く、濯湖用水の不足など、耕作条件に課題がある。
・資材高騰などにより、経営への影響が大きい。

(主な作物 )玉葱、馬鈴薯、レタス、ブロッコリー、南瓜、インゲン、生麦、蕪、トマト、メロン、みかん
水稲、飼料作物(畜産)など

(2) 地域における農業の将来の在り方
・玉葱、馬鈴薯、メロン、みかん等の露地栽培と葺やトマト等の施設栽培や飼料用作物など、栽培技術と生産性
の向上を図り、農地の集約化等に配慮しながら収益力の向上を目指す。
・高齢化が進み後継者のいる農家が減少していることから入り作等が期待される。
・塵地 - の ・衷 と豊≠ の 、≠ ヒ こ - へ ± ‘

2 農業上の利用が行われる農用地等の区域

(1) 地域の概要
区域内の農用地等面積

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積

(うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積)【任意記載事項】

585.3 ha

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 580.3 1Ia

(うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積)【任意記載事項】 - ha

(2)農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方(範囲は、別添地図のとおり)
農振農用地区域内の農地及びその周辺の農地(農業用施設含む)を農業上の利用が行われる区域とし、その区
域と住宅地又は林地との間にある農地は保全・管理を行う区域とし、今後範囲の見直しを検討する。
営農型太陽光発電事業施設については、協議の場で農地の効率的かつ総合的な利用に支障があるという意見営農型太陽光発電事業施設については、協議の場で農地の効率的かつ総合的な利用に支障があるという意見
はなかった。(北有馬町甲3927他 16筆、93アール)



3 農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

(1)農用地の集積、集約化の方針
担い手(認定農業者・認定新規就農者等)を中心に、農地利用最適化推進委員等や農地相談員が連携し、担う
者へ農用地の集積・集約化を推進する。

(2)農地中間管理機構の活用方針

以下任息記・事項(地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください)、 、 ロ ー

図 ①鳥獣被害防止対策 国 ②有機・減農薬・滅肥料 図③スマート農業 国 ④畑地化.輸出等 図 ⑤果樹等

国⑥燃料・資源作物等 図⑦保全・管理等 図⑧農業用施設 国⑨耕畜連携等 図⑲その他

ための、 (更新)を地域で検討する。
目指す。

の、侵入防止柵や保護シート等の設置
はど、経費削減や環境に配慮した営農を
る情報を収集し、導入に向けた検討やト辰 に る胃侵を文 し、導入に向けた検討や実践に取り組む。

・加工・販売等、農産物の付加価値を高める取り組みや販路拡大を検討する。
農地に適合した作物導入を検討する。

、資源作物等の導入・拡大を検討する。
・設備等の保全管理に取り組む。
しながら計画的な機械・設備の導入を検討する。

討する。
員・農地利用最適化推進委

慧 果 ま 肥 や冨祉施設等と連携した労働力確保等を検討す
う者等の変更が生じた場合には、地域計画の見直しを農業委員・
への確認や書面及びホームページ等による簡易な方法による協き

口内の農業を担う者等の変更が
地域の代表者等への確認や書面 な方法による協議を行う。


